
認定申請に必要な書類 
 

共通 

 

 

□ 申請地の案内図 

□ 現況写真〔カラー、当該建物全景がわかるものを含む２方向以上〕 

□ 図面・地図等に撮影方向を表示したもの 

□ 土地の登記事項証明書〔３ヶ月以内に発行された原本〕 

□ 公図の写し〔３ヶ月以内に発行された原本〕 

□ 家屋の登記事項証明書〔３ヶ月以内に発行された原本〕 

  又は固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書の写し（最新

のものに限る）等 

  （除却する建築物の所有者・面積・建築年数・構造が分かるもの） 

□ 申請者と土地・建築物の所有者が異なる場合、又は２名以上いる場合

等は、建築物の除却に関する土地・建物所有者の承諾書 

□ 除却工事等の契約書の写し 

  〔解体除却工事費、敷地整地費の内訳が分かるもの〕 

 

建替え助成に

関するもの 

 

□ 除却する建築物の所有者以外の方が申請する場合 

  建築物所有者と申請者の親族関係が公的に確認できるもの 

（建築物所有者の住民票の写し・戸籍等の写し） 

□ 法人が申請する場合 

  法人の登記事項証明書。〔３ヶ月以内に発行された原本〕 

□ 建築確認済証の写し 

□ 建築確認申請書の第一面から第六面までの写し 

□ 建築行為等適合通知書の写し 

□ 建築物の配置図、各階平面図、立面図（確認済証副本の写し） 

□ 建築工事の工程表 

□ 建築工事の契約書の写し（建築設計費、工事監理費等が分かるもの 

□ 狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書一式の写し 

  （狭あい道路に接する敷地の場合のみ）） 

老朽建築物除

却助成の「土

地管理用の柵

等の設置費」

に関するもの 

 

□ 柵等の配置に係る設計図〔設置延長がわかるもの〕 

□ 設置工事の工程表 

□ 柵等の設置工事の契約書の写し〔材料費、施工費等の内訳が分かるも

の〕 

□ 覚書等 

□ 狭あい道路拡幅整備事前協議済通知書一式の写し 

  （狭あい道路に接する敷地の場合のみ） 

その他  

□ 工事の契約者が複数居る場合 

  委任状（申請者の方への委任） 

□ 別途指示のあった書類 

  □ 相続に関する書類 

    （                           ） 

  □ 所有権に関する書類 

    （                           ） 



完了兼交付申請に必要な書類 
 

共通 

 

 

□ 世田谷区不燃化推進特定整備事業認定通知書の写し 

 

     申請人が助成金を受領する場合 

     工事施工者等に助成金の受領を委任する場合 

 

除却費に関す

るもの 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

□ 請求書等の写し 〔解体除却費がわかるもの〕 

□ 領収書等の写し 〔解体除却費がわかるもの〕 

□ 除却後の敷地の写真 〔カラー、２方向以上〕 

□ 写真の撮影方向を表示した図面 

 

建築設計費、

監理費に関す

るもの 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

□ 請求書等の写し 〔建築設計費、工事監理費がわかるもの〕 

□ 領収書等の写し 〔建築設計費、工事監理費がわかるもの〕 

□ 検査済証の写し（建築基準法第７条第５項又は第７条の２ 

          第５項に規定による） 

□ 家屋の登記事項証明書〔３ヵ月以内に発行された原本〕 

□ 竣工後の写真  〔カラー、２方向以上〕 

□ 写真の撮影方向を表示した図面 

 

土地管理用の

仮設費に関す

るもの 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

□ 請求書等の写し 〔材料費、施工費等の内訳がわかるもの〕 

□ 領収書等の写し 〔材料費、施工費等の内訳がわかるもの〕 

□ 仮設物設置前、設置後(工事完了)の写真         

〔カラー、２方向以上〕 

□ 写真の撮影方向を表示した図面 

 

その他  

□ 請求書や領収書の発行が出来ない場合の説明書及びその代わりになる

書類 

□ 別途指示のあった書類 

 （                           ） 

 （                           ） 

 

 

交付請求に必要な書類 
  

○ 

 

 

○ 

○ 

 

□ 口座振替依頼書 

□ 委任状（工事施工者等に助成金の受領を委任する場合） 

 

 


